
内
閣
衆
質
一
五
一
第
一
二
三
号

平
成
十
三
年
八
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小
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長
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貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
会
に
提
出
さ
れ
る
閣
法
案
文
の
公
開
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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十
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八
月
二
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日
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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
会
に
提
出
さ
れ
る
閣
法
案
文
の
公
開
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
「
ｅ－

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
重
点
計
画
」
（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
九
日
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社

会
推
進
戦
略
本
部
決
定
）
に
基
づ
き
、
行
政
情
報
の
電
子
的
提
供
等
を
迅
速
か
つ
重
点
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
た

め
、
各
府
省
が
「
行
政
情
報
の
電
子
的
提
供
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
（
指
針
）
」
（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
九
日
行
政
情

報
化
推
進
各
省
庁
連
絡
会
議
了
承
）
に
沿
っ
て
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
を
重
点
取
組
期
間
と
す
る
「
実

施
方
針
」
を
平
成
十
三
年
度
早
期
に
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

内
閣
が
国
会
に
提
出
し
た
法
律
案
（
以
下
「
閣
法
案
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
、
重
要
な
行
政
情
報
の
一
つ
と
し
て
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
積
極
的
に
公
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
の
下
に
、
各
府
省
に
お
い
て
漸
次
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
お
け
る
公
開
を
進
め
て
き
て
お
り
、
現
在
、
内
閣
官
房
及
び
七
省
に
お
い
て
閣
法
案
の
全
部
又
は
一
部
を
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
内
閣
官
房
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
及
び
経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
国
会

に
提
出
し
た
日
に
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
閣
法
案
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
公
開
は
、
今
後
こ
れ
を
予
定
し
て

い
る
府
省
を
含
め
、
で
き
る
限
り
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
た
日
か
ら
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

一



へ
の
掲
載
作
業
に
一
定
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
会
に
提
出
し
た
日
か
ら
の
公
開
が
困
難
な
場
合
も
あ
り
得
る

こ
と
を
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
各
府
省
の
閣
法
案
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
一
元
的
な
公
開
を
実
現
す
る
方
策
と
し
て
、
総
務
省
が
本
年
四
月

に
整
備
し
た
「
電
子
政
府
の
総
合
窓
口
シ
ス
テ
ム
」
に
お
い
て
、
各
府
省
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
閣
法
案
の
情
報
を

一
元
的
に
案
内
で
き
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、各
府
省
に
お
け
る
閣
法
案
の
掲
載
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
、

案
内
を
開
始
す
る
予
定
で
あ
る
。

二


